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第１章 計画の概要 

１-１．計画策定の背景と目的 

本町では、将来にわたって持続可能な公共交通体系の確保の実現を目指し、令和元年度を

初年度とする鞍手町地域公共交通網形成計画を策定し、令和元年度から令和５年度までの５

年間で、中学生の通学手段のスクールバス化や路線の再編、「すまいるバス」から「もやい

タクシー」への転換などを行い、交通不便地域の解消に努めてきました。 

本町の高齢者人口は今後も増加が見込まれており、公共交通に対するニーズは一層高まっ

ています。一方で、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、町民の生活様式は大きく変わ

り、公共交通の利用者数は減少、公共交通の運転手不足の深刻化も加わり、公共交通運営の

安定化が急務となっています。 

 国では、令和２年 11 月に持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進する

ため「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」が改正されました。これにより、計画

の名称は、従来の「地域公共交通網形成計画」から「地域公共交通計画」に変更され、地域

の移動ニーズを踏まえ、地域自ら交通をデザインしていくことの重要性が高まっています。

さらに、交通の分野だけではなく、都市計画や観光振興、福祉、教育等の様々な分野を含め

た地域戦略の一環として取り組むことが必要となりました。 

 これらの状況を受けながら、平成 28 年度からスタートした第５次総合計画の将来像であ

る「新たな力で躍動するまち くらて」の実現に向けて、町民が豊かな自然環境の中で育ち、

学び、働き、生きる喜びを感じ、お互いを敬いながら家族・地域の絆を大切にし、心の豊か

さや幸せを感じられるまちを目指していく上で、公共交通が果たす役割を再認識し、持続可

能な公共交通体系を構築することを目的に、鞍手町地域公共交通計画を策定します。 

 

 

１-２．計画対象区域 

 本計画は、鞍手町全域を対象とします。また、複数市町を結ぶ公共交通の移動区間も対象

とします。 

 

 

１-３．計画期間 

 本計画の期間は、令和６年度から令和 10年度までの５年間とします。 

 なお、期間内においても、必要に応じて計画の見直しを行います。 
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１-４．計画の位置付け・策定のながれ 

鞍手町地域公共交通計画は、「交通政策基本法」や「地域公共交通の活性化及び再生に関

する法律（以下、活性化再生法という。）」に則り、第５次鞍手町総合計画をはじめとする各

種計画と整合をとるとともに、町民アンケートを中心とした実態調査及び既存データの分析

等により、「鞍手町にとって望ましい公共交通のすがた」を明らかにするマスタープランと

なるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 鞍手町地域公共交通網形成計画 令和元年６月策定 
 

「交通政策基本法」や「活性化再生法」に則り策定 

当初の計画期間は、令和元年度～令和６年度までの６年間 

活性化再生法の改正 
令和２年 11月 

 
新たに「鞍手町地域公共交通計画」

を策定するため、「鞍手町地域公共交

通網形成計画」の計画期間を、令和

５年度までに変更 

実態調査 

町民アンケート 
 
18歳以上の町民から無作為に抽出し

た 1,500人を対象に実施 

区長・民生委員等アンケート 

高校生等アンケート 

すまいるバス利用者実態把握調査 

もやいタクシー利用者実態把握調査 

交通事業者ヒアリング調査 

ＬＩＮＥアンケート 

上位計画 
 

第５次鞍手町総合計画 

平成 28年３月策定 

関連計画 
 

鞍手町都市計画マスタープラン 

鞍手町立地適正化計画 

鞍手町庁舎等建設基本計画 

鞍手町ＤＸ推進計画 

既存調査 
・国勢調査 

・高齢者を対象としたアンケート 

・公共交通に関するデータ 等 

第２期北九州都市圏域連携 

中枢都市圏ビジョン 

 鞍手町地域公共交通計画 

「鞍手町にとって望ましい公共交通のすがた」を明らかにするマスタープラン 
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１-５．上位・関連計画による位置付け 

 第５次鞍手町総合計画をはじめとする各種計画による公共交通の位置付け等を、以下のと

おり整理します。 

 

１-５-１ 上位計画 

１）第５次鞍手町総合計画 

・策定…………平成 28年３月 

・計画期間……平成 28年度から平成 36年度までの９年間 

＜公共交通の位置付けなど＞ 

・町民をまちなかへ誘導する環境を整備し、効果的な公共交通体系を構築する 

 

 

１-５-２ 関連計画 

１）鞍手町都市計画マスタープラン 

・策定…………平成 28年３月 

・計画期間……なし（随時策定または改定） 

＜公共交通の位置付けなど＞ 

・まちなか（都市機能拠点）への主な施設等の集約化を図ることで、移動距離の少ないなか

での生活が可能なまちを目指す 

・シティゲートとしてＪＲ鞍手駅と鞍手ＩＣを活用し、町の活性化を図る 

 

２）鞍手町立地適正化計画 

・策定…………令和４年３月 

・計画期間……令和４年から令和 16年までの 13年間 

＜公共交通の位置付けなど＞ 

・公共交通を確保・維持し、車に頼らない暮らしが可能なまちを目指す 

・廃止や縮小が見込まれる民間路線バスの機能維持を図る 

・路線バスを補完するコミュニティバスなどの公共交通を確保・維持する 

・役場新庁舎を中心とした交通結節点機能の形成 

 

３）鞍手町庁舎等建設基本計画 

・策定…………平成 29年 12月 

・計画期間……平成 29年から新庁舎建設・開庁まで 

＜建設地選定における利便性の視点＞ 

・公共バス路線及び幹線道路に面していることから交通アクセスがよく、高齢者などの交通

弱者にも配慮した位置であること 

・公共施設が集約されることで、地域公共交通体系を一所に集中することができ、相乗効果

を生むこと  
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４）鞍手町ＤＸ推進計画 

・策定…………令和５年３月 

・計画期間……令和５年度から令和７年度までの３年間 

＜公共交通が関係する事業＞ 

・ＳＮＳを活用した行政サービスを行い、行政サービス満足度ＵＰを目指す 

・ＩＣＴを活用した次世代の交通サービスの構築などのデジタル技術を活用した取組を検

討する 

 

 

１-５-３ 第２期北九州都市圏域連携中枢都市圏ビジョン 

・策定…………令和３年４月 

・取組期間…… 令和３年度から令和７年度までの５年間 

＜公共交通が関係する事業＞ 

・公共交通ネットワークの確保・維持のための検討 

・圏域内道路交通のネットワーク化にかかる連携 
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１-６．計画策定のための実態調査と既存調査 

本計画を策定するために行った実態調査と活用した既存調査は以下のとおりです。 

 

１-６-１ 計画策定のために行った実態調査 

１）町民アンケート 

・調査目的……鞍手町の行っている交通施策に対する町民の評価を知るとともに、性別や

年代、居住地等による公共交通に対するニーズを把握するため 

・対 象 者……18歳以上の町民 1,500人（小学校区別の人口比を考慮し無作為に抽出） 

・調査方法……郵送による配布、回収 

・調査期間……令和５年７月 31日（月）から令和５年９月５日（火）まで 37日間 

・回答者数……512人（回答率 34.1％） 
 

 
 

 
 

 

 

２）区長・民生委員等アンケート 

・調査目的……各区の交通弱者及び移動ニーズを把握するため 

・対 象 者……区長等 55人、民生委員・児童委員 48人 

・調査方法……区長等：各区配布文書に同封、郵送による回収 

民生委員・児童委員：定例会にて配布〔欠席者には郵送〕、郵送による回収 

・調査期間……令和５年７月 31日（月）から令和５年８月 25日（金）までの 26日間 

・回答者数……74人（回答率 71.8％） 

 

３）高校生等アンケート 

・調査目的……高校別の移動ニーズの違いを把握し、公共交通でカバーすべき対象者を見出

すため 

・対 象 者……平成 17年４月２日～平成 20年４月１日に生まれた町民 378人 

・調査方法……郵送による配布、回収 

・調査期間……令和５年７月 31日（月）から令和５年９月５日（火）までの 37日間 

・回答者数……128人（回答率 33.9％）  

男性 44.1% 女性 53.7%

無回答 1.4%

不明 0.8%

①性別

18～20歳台 4.7%

30歳台 6.3% 40歳台 10.7%

50～64歳 20.1% 65～74歳 28.3% 75歳以上 28.9%

年齢不詳 1.0%
②年齢

有職(自営、パート・アルバイト含む) 45.7%

学生等 1.8%

家事専業・無職 48.4%

その他 2.5%

不明 1.6%
③職業等
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４）すまいるバス利用者実態把握調査 

・調査目的……すまいるバスの満足度などの利用者の声を収集するため 

・対 象 者……すまいるバス利用者 

・調査方法……乗込調査（２日間） 

・調 査 日……令和５年９月５日（火）、令和５年９月７日（木） 

・調査人数……131 人 

 

５）もやいタクシー利用者実態把握調査 

・調査目的……もやいタクシーの満足度などの利用者の声を収集するため 

・対 象 者……もやいタクシー利用者 90人 

・調査方法……交通事業者による配布、郵送による回収 

・調査期間……令和５年９月４日（月）から令和５年９月 20日（水）までの 17日間 

・回答者数……32人（35.6％） 

 

６）交通事業者ヒアリング調査  

・調査目的……鞍手町の公共交通における交通事業者の意向等を把握するため 

・対 象……西鉄バス筑豊株式会社、ＭＧタクシー株式会社、九州旅客鉄道株式会社 

福岡県筑豊地区タクシー協会及び鞍手町を運行しているタクシー事業者 

・調査期間……令和５年８月４日（金）から令和５年９月５日（火）までの 32日間 

・調査方法……郵送による配布、回収 

 

７）ＬＩＮＥアンケート 

・調査目的……町民アンケート調査は、プライバシーや費用等の問題があり、今後は代替手

法の導入が必要になってくる可能性がある。そこで、鞍手町のＬＩＮＥ公式

アカウントに登録している人に対して、町民アンケートと同じ調査票をＬＩ

ＮＥ上で提示して回答してもらう手法を実験的に実施した 

・対 象 者……鞍手町ＬＩＮＥ公式アカウント登録者（2,341人 ※R5.8.2 時点） 

・調査方法……ＬＩＮＥ 

・調査期間……令和５年８月９日（水）から令和５年８月 27日（日）までの 19日間 

・回答者数……129人（回答率 5.5％） 

 

 

１-６-２ 計画策定のために活用した既存調査 

・平成 12年、平成 17年、平成 22年、平成 27年、令和２年 国勢調査 

・令和２年度 高齢者福祉についてのアンケート 

・令和４年度 移動についてのアンケート 

・鞍手町及び各交通事業者が所有する公共交通に関するデータ 

・鞍手町住民基本台帳 
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１-７．地域が目指す将来像 

鞍手町のまちづくりの基本となる第５次鞍手町総合計画では、“新たな力で躍動するまち く

らて”として、「まちに賑わいを」「ひとに輝きを」「しごとの創出を」が基本方針として定めら

れています。 

 また、都市の将来像を描いた鞍手町都市計画マスタープランでは「豊かな自然と歴史に囲ま

れた、魅力あふれるコンパクトなまち」を目指すべき将来像として定めています。 

本計画においても、これらを公共交通における“地域が目指す将来像”として定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１-１▶まちの将来像 

 

 

 
図１-２▶まちづくりの理念と目標 

 

  

 

◇まちづくりの理念 

鞍手の豊かな自然環境を次の世代に残し、そしてみんなが鞍手町のことを好き 

になるまちづくり 
 

◇まちづくりの目標 

・自然的環境と都市的環境との調和を図り、限りある自然を残す 

・先人の残した歴史と文化を保全し、将来に渡って継承していくまちづくり 

・子供からお年寄りまでが住みやすいと思えるコンパクトなまちづくり 

・町外への町の魅力発信と、新たな定住環境の充実 
 

◇目指す将来像 

豊かな自然と歴史に囲まれた、魅力あふれるコンパクトなまち 

〔出典…鞍手町都市計画マスタープラン〕 

〔出典…第５次鞍手町総合計画〕 

まちづくりの理念と目標〔４つの目標と、目指すべき将来像〕 
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第２章 地域特性 

２-１．鞍手町の位置、地勢 

本町は、福岡県の北部、福岡市と北九州市のほぼ中間に位置し、総面積 35.6ｋ㎡の町です。 

町域は、東部に北九州市、中間市、南部に直方市、宮若市、西部に宗像市、北部に遠賀町

の６つの市町と接しており、北九州圏域都市圏に属しています。 

町の東端部を遠賀川が流れており、町域中央部から北部・東部にかけては比較的平坦にな

っています。北西部から西部・南部にかけては山地となっており、九州自動車道と山陽新幹

線が走っています。 
 

 
図２-１▶鞍手町の位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-２▶鞍手町の土地利用図  〔出典…鞍手町立地適正化計画〕 

※赤枠は、北九州都市圏域を構成する市町 
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２-２．人口動向、通勤・通学流動 

２-２-１ 人口動向 

１）人口の推移 

本町の人口は、令和２年国勢調査にて 15,080 人となっています。 

昭和 60年をピークに減少を続けており、今後、人口減少と高齢化のさらなる進展が見込ま

れています。令和 12 年には人口約 12,000 人となり、高齢化率は約 41％となると推計されて

います。その後も人口減少、高齢化は継続する見込みとなっています。 
 

 
図２-３▶国勢調査と社人研推計から見た年齢３区分人口の推移 

 

２）メッシュ人口分布 

商業施設や公共施設、教育施設、医療施設などが比較的近い距離に点在する地域である町

中央部から北部、東部にかけて特に人口集積が高くなっています。また、この傾向は 2045年

も変わらないことが見込まれています。 
 

 
※国土数値情報で公表されている「500m メッシュ別将来推計人口データ（H30 国政局推計）」を基に作成 

図２-４▶将来人口の分布（2020年→2045 年） 

〔出典…鞍手町立地適正化計画〕 

〔出典…鞍手町立地適正化計画〕 
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２-２-２ 通勤・通学流動 

１）通勤・通学者の流出入 

 令和２年国勢調査によると、鞍手町に居住する就業・通学者の約６割は町外に流出してお

り、鞍手町に勤める・通学する就業・通学者の約６割は町外から流入しています。 

町内への流入者数は上昇傾向にあり、町外への流出者数との差が小さくなっていることか

ら、町内に高校や大学がないため、働く場が多くなっていることが推測されます。 

 

表２-１▶流出・流入状況 

年 

鞍手町に居住

する就業・通

学者数(人) 

流出 鞍手町に勤め

る・通学する

就業・通学者

数 (人) 

流入 

就業・通

学者数

(人) 

流出率

(％) 

就業・通

学者数

(人) 

流入率

(％) 

平成12年 9,739 5,606 57.6% 8,455 4,322 51.1% 

平成17年 8,960 5,403 60.3% 7,672 4,115 53.6% 

平成22年 8,008 4,984 62.2% 6,799 3,751 55.2% 

平成27年 7,687 4,787 62.3% 7,030 4,125 58.7% 

令和２年 7,230 4,362 60.3% 7,202 4,314 59.9% 

※15 歳以上の集計 

 

 
図２-５▶流出率と流入率 
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60.0%

70.0%

Ｈ12 Ｈ17 Ｈ22 Ｈ27 Ｒ２

流出率（％） 流入率（％）

〔出典…国勢調査〕 

〔出典…国勢調査〕 
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２）鞍手町と周辺市町との通勤・通学流動 

通勤では、流出入に顕著な差異はなく、北九州市（出 1,129 人、入 1,106 人）、直方市（出

704、入 760 人）、宮若市（出 675 人、入 328 人）、中間市（出 269 人、入 474人）が主な移動先

となっています。 

通学では、町内に高校や大学等がないため、流入者数が極端に少なくなっています。町

外へ移動せざるを得ない状況にあることから、直方市（出 157 人）、北九州市（出 151 人）、

福岡市（出 58 人）への流出が多くなっています。 

 

 
図２-６▶通勤動向 

 

 
図２-７▶通学動向  

〔出典…R2 国勢調査〕 

〔出典…R2 国勢調査〕 
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３）通勤・通学の移動手段 

 町民アンケートの結果によると、鞍手町在住の人が通勤・通学で日常的に利用する移動手

段は、「マイカー（自分で運転）」の 171件が他の移動手段と比べ圧倒的に多くなっています。 

 

 
図２-８▶通勤・通学で日常的に利用する移動手段 

 

 

 

  

15 

4 

2 
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9 
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鉄道
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もやいタクシー

一般のタクシー

マイカー（自分で運転）

マイカー（家族等の送迎）

バイク

その他

自転車

徒歩

（件）

n=232（複数回答可） ※回答者は、通勤・通学している人

〔出典…町民アンケート〕 
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第３章 鞍手町の公共交通の現状 

本章では、本町の公共交通における課題を把握するために、これまでの経緯や施策、利

用状況や財政状況等を収集・整理しました。 

 

３-１．これまでの経緯と施策 

３-１-１ 鞍手町の公共交通再編の経緯 

平成23年３月 

地域公共交通総合連携計画を策定 

・「効率的で利便性の高い運行体系の構築」や、「高齢者等の外出機会増大」

などを目標に設定 

平成23年10月 

すまいるバス、もやいタクシーの実証運行を開始 

・民間路線バス(西鉄バス)を補完する地域内フィーダー系統として、公共施設

や交通結節点を集中的に運行するすまいるバス(コミュニティバス)まちな

か線と、町内交通空白地域から公共・公的施設までを運行する、もやいタク

シー(予約型乗合タクシー)泉水線、長谷線及び古門線の３路線の実証運行を

開始 

平成24年10月 

すまいるバス、もやいタクシーのサービス見直し 

・利用者実態調査等の結果から、もやいタクシー泉水線、古門線を一時休止し、

すまいるバスまちなか線の周回運行や均一料金制(200 円)を導入。もやいタ

クシーの運行形態見直しを実施 

平成25年10月 

すまいるバスの再編、もやいタクシーの再編及びサービス見直し 

・すまいるバスは、まちなか線を周回運行から起終点運行に変更し、泉水線と

倉坂線に再編 

・もやいタクシーは、長谷線に加え上木月線を新設。乗り場の増設、便数の増

加、すまいるバスと均一の 200 円運賃を導入 

平成26年10月 

プロポーザル方式で運行費補助事業者を決定。低床車両を導入 

・安全で便利な運行体系を構築するため、プロポーザル方式により運行費補助

事業者を決定。併せて以前から利用者による要望が多かった「低床型バス」

を導入 

平成27年４月 

中学校統合に伴うスクールバス機能の付加 

・中学校統合に伴う生徒の通学手段として、西鉄バス、すまいるバス及びもや

いタクシーを位置付け、町の公共交通にスクールバスとしての機能を付加。

生徒の通学と帰宅の時間や高齢者等の日常生活における交通手段の確保等

を考慮し運行時刻や運行経路を大幅に変更 

平成28年４月 

もやいタクシーからスクールバス機能を分離 

・もやいタクシーとして運行していた小型ワゴン車を中学生通学用のスクール

バスに切り替え、もやいタクシーからスクールバス機能を分離 

令和元年６月 

鞍手町地域公共交通網形成計画を策定 

・「すまいるバスからスクールバス機能の分離」や「すまいるバスからもやい

タクシーへの転換」などの施策を制定 
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令和２年４月 

すまいるバス倉坂線、泉水線をもやいタクシーに転換 

・すまいるバス（倉坂線、泉水線）をもやいタクシーに転換し、もやいタクシ

ー上木月線と合わせて、２路線（古月線、泉水線）に再編 

すまいるバスからスクールバス機能を分離 

・すまいるバスが鞍手中学校生徒を優先した運行経路や運行時刻になっており、

交通弱者等の一般利用者が利用しづらい状況になっていたため、スクールバ

ス機能を分離 

・中学生の通学は新たに購入したスクールバス専用車両で対応 

令和２年10月 

西鉄バス 直方～鞍手～宗像線の廃止 

・慢性的な乗務員不足を主な要因として、西鉄バス筑豊株式会社が運行する路

線バスが令和２年10月１日付けで廃止 

 

 

３-１-２ 各種公共交通機関と鞍手町の施策（令和６年３月時点） 

ＪＲ（鉄道） 

・主に通勤や通学のために、北九州市や直方市など町外への移動を支える

広域幹線交通機関 

・ＪＲ鞍手駅の駅舎は、町所有のものであり、町が利用環境を確保 

西鉄バス（路線バス） 

・直方市と遠賀町への移動を支える広域幹線交通機関 

・路線維持のため国や県の補助金、及び沿線自治体と共同して運行維持費 

を赤字補てんすることで路線を維持 

すまいるバス 

（コミュニティバス） 

・路線バスを補完するため、ＪＲ鞍手駅や町内の公共施設、商業施設、医

療施設などへのアクセスと宮若市への移動を支える町内幹線交通機関 

・町が交通事業者に運行維持費を赤字補てんして運営。利用者の移動ニー

ズに合わせて運行経路や運行時刻の見直しを実施 

もやいタクシー 

（予約型乗合タクシー） 

・路線バスやコミュニティバスを補完するため、町内の公共施設や商業施

設、医療施設などへのアクセスを支える交通機関 

・町が交通事業者に運行維持費を赤字補てんして運営。利用者の移動ニー

ズに合わせて乗降地点の増設や運行時刻の見直しを実施 

スクールバス 
・鞍手中学校への通学手段として、鞍手町教育委員会が交通事業者に委託

して運行する交通機関 

利用促進制度 

・すまいるバス、もやいタクシーで利用できる回数乗車券（100円券12枚

つづり）を車内にて1,000円で販売。 

・運転免許証を自主返納した70歳以上の人を対象に①②のどちらかの特典

を付与。 

①すまいるバス、もやいタクシーで利用できる回数乗車券（100円券

12枚つづり）20冊 

②一般タクシーで利用できる回数乗車券（500円券10枚つづり）４冊 

高速バス 

（直方ＰＡバス停） 

・北九州市や福岡市などへの移動に高速バスを利用する際の最寄りバス

停。路線数と運行本数が多く利便性は大きいが、現在、鞍手町からの公共交通の

アクセス手段がない 
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３-１-３ 各種公共交通の概要（令和６年３月時点） 

路線名 区間 

１日当たり運行本数 
（上り・往路） 

１日当たり運行本数 
（下り・復路） 運行事業者 

平 土 日祝 平 土 日祝 

ＪＲ筑豊本線 
（福北ゆたか線） 

若松～原田・ 

小倉～博多 
47 47 47 47 47 47 ＪＲ九州 

西鉄バス 直方～
鞍手～遠賀線 

直方～遠賀川駅前 22 22 11 22 22 11 西鉄バス 

すまいるバス 
みやわか線 

宮田バス停～鞍手

駅 
11 ６ ４ 12 ６ ４ 西鉄バス 

も
や
い
タ
ク
シ
ー 

長谷線 
神田公民館～鞍手

駅 
10 10 10 11 11 11 

ＭＧ 
タクシー 

古月線 
古門栄町～くらじ

の郷 
10 10 10 11 11 11 

ＭＧ 
タクシー 

泉水線 
永谷公民館～鞍手

駅 
10 10 10 11 11 11 

ＭＧ 
タクシー 

高速バス 
（直方ＰＡ経由） 

愛知～福岡 1 1 1 1 1 1 
西日本鉄道
名鉄バス 

北九州～長崎 3 3 3 3 3 3 
長崎県交通
局 

北九州～福岡 96 90 90 96 90 90 西鉄バス 

行橋～福岡 16 16 16 16 16 16 西鉄バス 

直方～福岡 11 11 11 11 11 11 西鉄バス 
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３-１-４ 鞍手町の交通体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３-１▶路線図（令和６年３月時点）  
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３-２．利用状況 

３-２-１ ＪＲ鞍手駅 

１）年間乗客数 

・ＪＲ鞍手駅の令和４年度の乗客数は 218,635人です。コロナ禍（令和２年）以降に減少し

た乗客数は徐々に増加しつつありますが、テレワークの普及などもあり、コロナ禍以前ま

で回復はしていません。 

・定期非定期の利用割合について、交通事業者ヒアリング調査の結果によると、定期券の利

用が多く、特に通学定期券の利用が多い傾向にあるとのことです。 

・交通事業者（ＪＲ九州）は、鉄道の利用促進につながる取組（イベント開催の情報共有、

町内交通とＪＲとの結節、駅周辺整備）を行いたいとの意向を持っています。 
 

 
※乗客数は、ＪＲ鞍手駅から乗車した人数であり、降車した人数を含みません。 

図３-２▶ＪＲ鞍手駅の年間乗客数 

 

２）ＪＲを利用するために公共交通を利用した年間人数 

・令和４年度「ＪＲ鞍手駅」乗客数 218,635人のうち、公共交通を利用しバス停・乗降場所

「ＪＲ鞍手駅」で降車した人数は 5,284人であることから、ＪＲを利用するための移動手

段として公共交通を利用する人が極端に少ないことが分かります。 

・乗車人数と降車人数に大きな差がないため、ＪＲを利用する際に公共交通を利用する人は、

概ね往復で利用されている傾向が見受けられます。 
 

表３-１▶令和４年度バス停・乗降場所「ＪＲ鞍手駅」で乗降した人数 

公共交通 乗車人数 降車人数 計 

すまいるバス みやわか線 3,130 3,531 6,661 

もやいタクシー 

長谷線 509 509 1,018 

古月線 93 99 192 

泉水線 1,350 1,145 2,495 

計 5,082 5,284 10,366 
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〔出典…ＪＲ九州ホームページ〕 

コロナ禍 

〔出典…西鉄バス筑豊株式会社資料、ＭＧタクシー株式会社資料〕 
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３-２-２ 西鉄バス 直方～鞍手～遠賀線 

１）年間利用者数 

・令和４年度の利用者数は 143,353人で、コロナ禍によるマイカー利用への移行によりコロ

ナ禍以前と比べると大きく減少しています。 

・利用目的は主に通勤・通学で、日中は高齢者などが買い物や通院に利用しています。 

・交通事業者としては、路線、便数を維持したい意向を持っています。しかしながら、運転

手の確保など喫緊の課題を抱えており、補助路線の路線維持について、沿線自治体と検討

を続けていく必要があると考えています。 

 

 
図３-３▶利用者数の推移「西鉄バス 直方～鞍手～遠賀線」 

 

２）ＩＣカード利用者の移動区間 

・西鉄バス全体の利用者 143,353 人のうち、ＩＣカード利用者が 88,379 人で、全体の６割

を超えています。 

・鞍手町内で乗車または降車する利用者が約５割を占めており、本町にとって欠くことができ

ない路線であることから、今後も広域幹線軸として維持していくことが重要です。 
 

 
図３-４▶Ｒ４年度 IC カード利用者の移動区間  
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鞍手町⇔遠賀町

17.8%
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38.6%

遠賀町内のみ

13.2%

直方市⇔遠賀町 2.1%

n=88,379 

〔出典…西鉄バス筑豊株式会社資料〕 

〔出典…西鉄バス筑豊株式会社資料〕 

コロナ禍 
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３-２-３ すまいるバス みやわか線 

１）年間利用者数の推移 

・すまいるバスの年間利用者数は、令和元年度の 38,915人に対し、令和２年度は 26,627人

となっており、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け大幅に減少しています 

・令和４年度の利用者数は 30,496 人で、ここ２年は横ばいですが、新型コロナウイルス感

染症拡大の影響を最も受けた令和２年度と比較すると 3,869人増加しています。 

 

 
図３-５▶すまいるバス みやわか線の年間利用者数の推移 

 

 

２）年齢別利用割合 

・すまいるバス利用者実態把握調査における年齢別の利用割合は、前期高齢者が 17.6％、後

期高齢者が 33.5％となっており、65歳以上の高齢者が５割を超えています。 

 

 
図３-６▶すまいるバス みやわか線の年齢別利用割合 
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後期高齢者「75歳～」 33.5%n=131

〔出典…すまいるバス利用者実態把握調査〕 

〔出典…西鉄バス筑豊株式会社資料〕 

コロナ禍 
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３）１便あたりの平均利用者数 

・系統「くらじの郷⇔鞍手駅」の令和４年度の１便あたりの平均利用者数が 0.6人となって

いることから、空バスで運行している便があります。 

 

表３-２▶令和４年度 系統別の利用者数 

系統名 項目 平日 土曜 日祝 計 

宮田バス停 

⇔ 鞍手車庫 

⇔ 鞍手駅 

年間利用者数（人／年） 9,553  1,526  807  11,886  

運行便数（便／年） 1,715  250  198  2,163  

平均利用者数（人／便） 5.6  6.1  4.1  5.5  

宮田バス停 

⇔ 鞍手町役場 

⇔ 鞍手駅 

年間利用者数（人／年） 4,391  1,472  1,122  6,985 

運行便数（便／年） 490  250  198  938  

平均利用者数（人／便） 9.0  5.9  5.7  7.4  

宮田病院前 

⇔ 鞍手車庫 

⇔ 鞍手駅 

年間利用者数（人／年） 3,759  93  222  4,074 

運行便数（便／年） 980  50  66  1,096  

平均利用者数（人／便） 3.8  1.9  3.4  3.7  

宮田病院前 

⇔ 鞍手町役場 

⇔ 鞍手駅 

年間利用者数（人／年） 6,481  260  209  6,950 

運行便数（便／年） 1,470  50  66  1,586  

平均利用者数（人／便） 4.4  5.2  3.2  4.4  

くらじの郷 

⇔ 鞍手駅 

年間利用者数（人／年） 601  － － 601 

運行便数（便／年） 980  － － 980  

平均利用者数（人／便） 0.6  － － 0.6  

計 

年間利用者数（人／年） 24,785  3,351  2,360  30,496  

運行便数（便／年） 5,635  600  528  6,763  

平均利用者数（人／便） 4.4  5.6  4.5  4.5  

 

  

〔出典…西鉄バス筑豊株式会社資料〕 

 



第３章 鞍手町の公共交通の現状 

21 

３-２-４ もやいタクシー 長谷線・古月線・泉水線 

１）利用登録者の内訳 

・令和５年９月末時点の利用登録者数は 894人となっており、町人口の約６％の人が登録し

ています。 

・登録している人の年齢割合は、後期高齢者が５割を超えており、65歳以上の高齢者が約７

割を占めています。 
 

 
図３-７▶もやいタクシー各路線の利用割合（令和５年９月末時点） 

 

 
図３-８▶もやいタクシーの年齢別利用割合（令和５年９月末時点） 

 

 

２）年間利用者数の推移 

・もやいタクシー全路線の利用者数は、令和４年度に 9,517人の利用があり、令和２年度の

再編以降は、コロナ禍にも関わらず上昇傾向にあります。 

 

 
図３-９▶もやいタクシー年間利用者数の推移  

長谷線 26.7% 古月線 41.2% 泉水線 30.0%

その他, 2.1%

登録者

894人

非高齢者「～64歳」 30.2%

前期高齢者「65～74歳」 17.9%

後期高齢者「75歳～」 51.9%
登録者

894人

H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度

長谷線 135 182 550 1,354 1,799

古月線 0 0 1,965 2,018 1,982

泉水線 0 24 4,999 5,850 5,736

上木月線 1,449 1,290 0 0 0

計 1,584 1,496 7,514 9,222 9,517

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

（人）

〔出典…鞍手町都市整備課資料〕 

〔出典…鞍手町都市整備課資料〕 

〔出典…ＭＧタクシー株式会社資料〕 

再編以降 
（コロナ禍） 
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３）年齢別利用割合 

・令和５年７月から９月までのもやいタクシー利用実績における年齢割合は、前期高齢者が

16.3％、後期高齢者が 45.7％であり、65歳以上の高齢者の利用が６割を超えています。 

 

 
 

図３-10▶もやいタクシー年齢別利用割合 

 

 

４）１運行あたりの乗合人数 

・もやいタクシーの各路線における令和４年度の１運行あたりの乗合人数は、泉水線が最も

多く、3,715回の運行で 5,736人利用しており、乗合人数が 1.5人となっています。 

 

 
図３-11▶令和４年度もやいタクシー各路線の１運行当たりの乗合人数 

 

 

 

図３-12▶令和４年度もやいタクシー各路線の運行回数と利用者数 

  

非高齢者「～64歳」 38.0%

前期高齢者「65～74歳」 16.3%

後期高齢者「75歳～」 45.7%n=2,512

1.1
1.3

1.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

長谷線 古月線 泉水線

（人）

1,567 1,495 

3,715 

1,799 
1,982 

5,736 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

長谷線 古月線 泉水線

（人） 運行回数（回／年） 利用者数（人／年）

〔出典…鞍手町都市整備課資料〕 

※令和５年７月から９月までの利用実績に基づき算出 

〔出典…ＭＧタクシー株式会社資料〕 

〔出典…ＭＧタクシー株式会社資料〕 
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３-３．公共交通の財政負担状況 

３-３-１ 町主体で運行する公共交通の収支率 

・町主体で運行する公共交通（すまいるバス、もやいタクシー）の収支率は、令和２年度に

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、大幅に減少しています。 

・令和元年度の収支率が 18.3％に対し、令和２年度は 13.1％となっており、その後も横ば

い傾向が続いています。 

・回復の兆しが見られていないことから、収支の回復に向けた戦略や対策の検討が喫緊の課

題となっています。 

 

 
図３-13▶町主体で運行する公共交通（すまいるバス、もやいタクシー）の収支率 

 

 

３-３-２ 財政負担額の推移 

・令和４年度の本町が公共交通に負担している額は、合計で約 4,267 万円となっており、

年々増加しています。 

・「西鉄バス 直方～鞍手～遠賀線」は赤字運行となっており、国や県の補助金、及び路線を

構成する直方市・遠賀町と共同で赤字額を補てんして維持しています。令和４年度の本町

の財政負担額は、年間約 962万円となっており、今後も燃料価格の高騰や運転手不足によ

る人件費の増加、車両の老朽化による入替などの理由により、町の財政負担の増加が見込

まれます。 

・「すまいるバス みやわか線」は、国や県の補助金を受けながら、路線を構成する宮若市と

共同で赤字額を補てんして運行しています。令和４年度の本町の財政負担額は、年間約

2,295万円となっており、今後も燃料価格の高騰や運転手不足による人件費の増加などの

理由により、町の財政負担の増加が見込まれます。 
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2,000

3,000

4,000

5,000

6,000
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（万円）
運行維持費（円／年） 運行収入（円／年） 収支率（％）

〔出典…鞍手町都市整備課資料〕 

コロナ禍 
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・「もやいタクシー 長谷線・古月線・泉水線」は、国からの補助金を差し引いた赤字額を、

本町が交通事業者に補てんし、運行を維持しています。令和４年度の本町の財政負担額は、

1,010万円となっており、利用者数の増加に応じて財政負担額も増加する仕組みとなって

いることから、今後も町の財政負担の増加が見込まれます。 

 

 
 

 

 
 

図３-14▶財政負担額の推移 

 

 

 
図３-15▶住民１人当たりの公共交通に係る公的資金投入額 
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0
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4,267 

3,384 
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〔出典…鞍手町都市整備課資料〕 

コロナ禍 

コロナ禍 

〔出典…鞍手町都市整備課資料〕 

令和２年度から令和４年度までの西鉄バスの財政負担額は、国及び県から新型コロナ

ウイルス感染症関連の事業者支援金の交付があったことにより大幅に減少しています。 

※財政負担額は、運行維持費から運行収入と補助金及び交付金を引いた額 
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３-４．鞍手町地域公共交通網形成計画の達成状況 

 令和元年６月に策定した「鞍手町地域公共交通網形成計画」の目標達成状況と目標を達成

するための施策の実施状況は以下のとおりです。 

 

３-４-１ 目標達成状況 

※１ 目標①,②,③,④,⑥は、計画期間中であるため令和４年度の数字を用いる。 

※２ 目標⑤は、令和５年９月に実施した利用者実態把握調査の結果を用いる。 

【評価基準】 Ａ：目標達成 

Ｂ：目標未達成（関連施策を実施し、目標達成に努めた場合。） 

Ｃ：目標未達成（関連施策の実施が不十分な場合。）  

目標 評価指標 現況値 
数値目標 

(2023年度) 
達成状況 評価 

① 
広域の移動を支

える公共交通の

確保・維持 

広域幹線交通

の路線数 

［鉄道］ 

路線数…１ 

［路線バス］ 

路線数…２ 

・直方～遠賀線 

・直方～宗像線 

(平成29年度) 

［鉄道］ 

路線数…１以上 

［路線バス］ 

路線数…２以上 

［鉄道］ 

路線数…１ 

［路線バス］ 

路線数…１ 

・直方～遠賀線 

Ｂ 

② 

多様な移動ニーズ

に応じたすまいる

バス、もやいタク

シーの再配置 
（町内移動手段の確保） 

まちなか区間

の通過便数の

維持 

26便 26便以上 42便 Ａ 

③ 
誰もが利用しや

すい公共交通環

境の形成 

公共交通環境

改善の取り組

み数 

- ６事業 ６事業 Ａ 

④ 
公共交通の利用

促進 

全公共交通に

対する住民１

人当たりの利

用回数（利用

率） 

19回/人 

(平成29年度) 
19回/人 12.1回/人 Ｂ 

⑤ 
公共交通に対す

る満足度の向上 

公共交通利用

者意向調査で

「満足してい

る」人の割合 

26.0％ 

(平成30年度) 
50％以上 

［すまいるバス］ 

82.4％ 

［もやいタクシー］ 

68.8％ 

Ａ 

⑥ 
公共交通の持続

可能性の向上 

公共交通に支

出する町の財

政負担額 

4,560 

万円/年 

(平成29年度) 

3,390 

万円/年 

4,267 

万円/年 
Ｂ 
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３-４-２ 目標を達成するための施策の実施状況 

 施策 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 
実施 

状況 
実施内容 

１ 
まちなかへのアク

セス機能強化に向

けた路線の見直し 

 ●   

全
て
の
施
策
の
総
合
評
価 

全
て
の
施
策
の
総
合
評
価 

実施済 
・R3.10.1のくらて病院の移転に伴

い、運行経路等の見直しを行った 

２ 
通学需要に応じた

公共交通手段の見

直し 

 ●   実施済 

・R2.4.1付で、スクールバスの運行

を開始した。加えて、すまいるバ

スの運行時刻を一般利用者に合わ

せるよう変更した 

３ 
すまいるバス倉坂

線、泉水線のもやい

タクシーへの転換 

 ●   実施済 
・R2.4.1付で、すまいるバス（倉坂

線、泉水線）をもやいタクシーに

転換し再編した 

４ 
公共交通相互の乗

り継ぎ利便性の向

上 

● ●   実施済 
・ＪＲ筑豊本線の時刻の改正があっ

た際は、すまいるバスの運行時刻

を改定した 

５ 
駅舎やバス停など

の待合環境改善 
●  ●  実施済 

・９か所の停留所にベンチを設置した 

・R3.10.1のくらて病院の移転にあ

たり、敷地内に停留所の新設及び

待合スペースを設置した 

６ 
ユニバーサルデザ

インの導入 
  ●  未実施 

・車両更新のタイミングで検討する

こととした 

７ 
ICT技術を活用し

た情報提供の推進 
  ●  実施済 

・「バスがいど」に、にしてつバス

ナビのＱＲコードを掲載している 

８ 
スムーズで分かり

やすい料金収受方

法の検討 

  ●  未実施 

・令和３年度に交通系ＩＣカードの

導入を検討したが、設置費用や回

数乗車券の利用状況を考慮し、見

送ることとした 

９ 
公共交通の分かり

やすい時刻表やマ

ップの作成 

● ●  ● 未実施 

・ＪＲや西鉄バスなどを含めた「バ

スがいど」の作成を検討したが、

運行時刻の改正時期が同一ではな

いことから、作成していない 

10 
公共交通にかかる

情報の発信 
● ●  ● 実施済 

・交通計画策定に係る各種アンケー

トを実施する際、依頼文に公共交

通の利用者数や財政状況などを記

載した 

11 
公共交通利用促進

のための啓発 
● ●  ● 実施済 

・毎年、福岡県公共交通利用促進キ

ャンペーンやバスの日（9/20）に

は、公共交通利用促進に係る啓発

物を庁舎内に掲示・配布している 

12 乗り方教室の開催 ● ●  ● 未実施 

・乗り方教室等の開催はできていな

いが、出前講座等で依頼があった

際に、もやいタクシーの乗り方等

の説明を行っている 

13 
イベントなどでの

周知 
● ●  ● 未実施 

・新型コロナウイルス感染症の影響

により、イベントが開催されてい

ないため未実施 
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第４章 実態調査の結果と移動ニーズ 

本章では、本計画を策定するために実施した実態調査から把握することのできる交通弱

者の状況と移動ニーズを整理しました。 

 

４-１．交通弱者の状況 

４-１-１ 各区が把握している交通弱者の状況 

・区長・民生委員等への調査の結果、55区のうち 45区（全体の 81.8％）に交通弱者が存在

していることが分かりました。交通弱者の人数は約 1,300人であり、町人口の 8.8％を占

めています。 

・交通弱者の内訳として、「高齢のため運転を控えている、または運転免許証を返納した方」

の 42.2％が最も多く、次いで「18歳以上で車や免許を持たない方」の 24.4％が多くなっ

ています。 
 

 
図４-１▶交通弱者の有無 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４-３▶交通弱者の内訳 

 
 

図４-２▶交通弱者の人数 

 

  

いる 81.8%

いない／分からない 3.6%

無回答, 14.6%
区の総数

（55区）

高齢のため運転を

控えている、また

は運転免許証を返

納した方, 42.2%

18歳以上で車や免許を持たない方, 24.4%

心身に障がいをお

持ちの方, 14.1%

その他, 9.6%

18歳未満の未成年

（児童・生徒）, 

6.7%
無効, 3.0%

各区が把握している交通弱者の人数, 8.8%

n=135（複数回答可） 

※「無効」は読み取ることができない回答 

※人数は、区長・民生委員等アンケートの結果を

そのまま記載しているため、重複している可能

性があります。 

〔出典…区長・民生委員等アンケート〕 

〔出典…区長・民生委員等アンケート〕 

〔出典…区長・民生委員等アンケート、鞍手町住民基本台帳〕 

区長・民生委員等アンケートでは、交通弱者のことを「自家用車や運転免許を持っておらず、

車を自由に運転できない方々」と定義しています。 

鞍手町人口 15,052人 

（令和５年８月末時点） 
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４-１-２ 高齢者の移動特性 

・町民アンケートの結果によると、65歳以上の高齢者の外出をする際の交通手段は、「マイ

カー（自分で運転）」の 35.4%が最も多く、次いで「マイカー（家族等の送迎）」の 18.1%

が多い結果となっており、自動車を利用して移動している人が５割を超えています。 

・一方、公共交通では、「鉄道」が 8.3％、「西鉄バス」が 7.8%、「すまいるバス」が 5.0％、

「もやいタクシー」が 4.3％といずれも１割に満たず、65歳以上の多くの高齢者が公共交

通に頼っていない実態が見えます。 

 

 
※職業が「自営業や家事専業・無職等」の人のうち、65 歳以上の高齢者の回答結果を抜粋 

※複数回答可  ※総回答数に対する割合 

図４-４▶高齢者の外出時の移動手段 

 

 

４-１-３ 高校生の移動特性 

・高校生等アンケートの結果によると、高校生が晴天日に通学で利用している移動手段は、

「鉄道」の 74件が最も多く、次いで「マイカー（家族等の送迎）」60件が多い結果となっ

ています。このことから、ＪＲまでの移動手段の多くが家族からの送迎であることが見受

けられます。 
 

 
図４-５▶晴天日に高校生が通学で利用している移動手段  

11.7%

5.9%

8.3%

5.6%

9.3%

7.8%

3.1%

6.4%

5.0%

7.2%

4.3%

4.3%

8.9%

7.0%

46.9%

27.5%

35.4%

16.0%

19.5%

18.1%

2.1%

1.3%

4.3%

2.5%

3.3%

7.4%

9.3%

8.5%

65～74歳

(ｎ＝162)

75歳以上

(ｎ＝236)

計

(ｎ＝398)

鉄道 西鉄バス すまいるバス

もやいタクシー 一般のタクシー マイカー(自分で運転)

マイカー(家族等の送迎) 勤務先や学校等が送迎するバス等 バイク

自転車 徒歩 その他

74

11

4

7

1

22

60

3

33

19

1

0 10 20 30 40 50 60 70 80

鉄道

西鉄バス

すまいるバス

もやいタクシー

一般のタクシー

勤務先や学校等が送迎するバス等

マイカー（家族等の送迎）

バイク

自転車

徒歩

その他

n=235（複数回答可）

〔出典…町民アンケート〕 

〔出典…高校生等アンケート〕 

0.7％ 

1.4％ 

1.0％ 

（件） 
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４-２．移動ニーズ 

４-２-１ 公共交通の必要性 

・町民アンケートの結果では、各年齢ともに「自分または家族が利用しており、今後も必要」

と「現在はあまり利用してないが、高齢者や交通弱者のために必要」が約８割を占めてい

ます。 

・区長・民生委員等アンケートの結果では、概ね全員が将来的な公共交通の必要性を挙げて

います。また、約８割は「今も将来も必要である」と回答しています。 

 

 
※年齢不詳者を除く ※「無効」は読み取ることができない回答 

図４-６▶年齢別 公共交通の必要性 

 

 

 
 

 
 
図４-７▶各区における公共交通の必要性 

  

16.7%

18.8%

21.8%

12.6%

6.9%

17.6%

14.0%

74.9%

68.8%

61.8%

79.6%

75.9%

59.5%

69.8%

4.2%

3.7%

2.9%

4.1%

6.0%

4.1%

4.2%

6.2%

9.1%

3.9%

4.8%

4.1%

5.0%

6.2%

3.6%

1.0%

8.3%

12.8%

7.1%

18～20歳台(n=24)

30歳台(n=32)

40歳台(n=55)

50～64歳(n=103)

65～74歳(n=145)

75歳以上(n=148)

計(n=507)

自分または家族が利用しており、今後も必要

現在はあまり利用してないが、高齢者や交通弱者のために必要

必要性を感じない

その他

無効

今も将来も必要である

79.7%

今は必要ないが、将来的に

は必要である 18.9%

無効 1.4%

〔出典…町民アンケート〕 

〔出典…区長・民生委員等アンケート〕 

n=74 
※「無効」は読み取ることができない回答 
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４-２-２ 高校生の通学における公共交通の利用意向 

・通学の移動手段として「公共交通を利用したい」という人が８割以上いることから、公共

交通をより充実させつつ維持していくことが重要です。 
 

 
※「無効」は読み取ることができない回答 

図４-８▶通学における公共交通の利用意向 

 

４-２-３ 高校生が通学する時の保護者の送迎 

・高校生が通学する時に保護者が送迎する頻度は、「行き、帰りとも」及び「行きか帰りどち

らかで」日常的に送迎すると回答された人が５割を超えています。また、約８割の保護者

が送迎に負担を感じていることが見受けられます。 

・日常的に送迎する理由として、「自宅から最寄り駅や最寄りバス停までが遠いから」が最

も多く 42.6％、次いで多いのは「公共交通は便数が少ないなど不便だから」の 27.9％と、

公共交通に関する理由が７割を超えていることから、公共交通の利便性を向上させ、安心

して利用できる交通体系を構築することが必要です。 
 

 
※「無効」は読み取ることができない回答 

図４-９▶送迎する頻度 

 

 
※回答者は、日常的に送迎している高校生の保護者 

図４-10▶送迎の負担感 

 

 
※回答者は、日常的に送迎している高校生の保護者  ※「無効」は読み取ることができない回答 

図４-11▶日常的に送迎している理由  

71.9% 14.0% 12.4%n=121

現在利用しており、今後も利用したい 交通サービスが改善されれば利用したい

現在利用しているが、今後は利用したくない 利用しない

無効

43.9%

10.6%

21.1%

4.1%

10.6%
9.7% 行き、帰りとも日常的に送迎する

行きか帰りどちらかで日常的に送迎する

雨天など悪天候時に送迎する

電車やバスに乗り遅れそうな時に送迎する

送迎はしない

無効

47.1% 36.8% 16.1%n=68

感じる 時々感じる 感じることはない

5.9%
4.4%

42.6%27.9%

4.4%

8.8%

6.0%
勤務先への通勤ルートの途中だから

公共交通の通学定期が高いから

自宅から最寄り駅や最寄りバス等までが遠いから

公共交通は便数が少ないなど不便だから

事故やトラブルが心配だから

その他

無効

n=123 

n=68 

〔出典…高校生等アンケート〕 

〔出典…高校生等アンケート〕 

 

〔出典…高校生等アンケート〕 

 

〔出典…高校生等アンケート〕 

 

1.7％ 
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４-２-４ 公共交通を利用するための重要なサービス 

・町民アンケートの結果では、通勤・通学時および外出時に公共交通を利用するための重要

なサービスとして、「今よりも運行本数が増える」、「鉄道やバスとの乗り継ぎがしやすい」、

「自宅や目的地の近くから利用できる」の３つが多くなっています。 

 

 
図４-12▶通勤・通学で公共交通を利用するための重要なサービス 

 

 
図４-13▶外出時に公共交通を利用するための重要なサービス  
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4

1
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今より運行本数が増える(運行間隔が短くなる)

早い時刻から運行する

遅い時刻まで運行する

所要時間が短くなる

時刻表どおりにバスが運行される

運賃が安くなる

鉄道やバスとの乗り継ぎがしやすい

自宅や目的地の近くから利用できる

バス停付近に自転車を駐輪できる

バス停付近に駐車場・送迎スペースがある

その他

（件）

n=448（３つまで回答可） ※回答者は、通勤・通学している人

非高齢者（～64歳） 高齢者（65歳～）

8

2

5

4

1

2

7

5

1

2

3

54

6

10

15

22

25

50

67

3

10

13

0 20 40 60 80 100

今より運行本数が増える(運行間隔が短くなる)

早い時刻から運行する

遅い時刻まで運行する

所要時間が短くなる

時刻表どおりにバスが運行される

運賃が安くなる

鉄道やバスとの乗り継ぎがしやすい

自宅や目的地の近くから利用できる

バス停付近に自転車を駐輪できる

バス停付近に駐車場・送迎スペースがある

その他

（件）

n=315（３つまで回答可） ※回答者は、自営業や家事専業・無職、その他の人

非高齢者（～64歳） 高齢者（65歳～）

〔出典…町民アンケート〕 

〔出典…町民アンケート〕 

町民アンケートでは、外出のことを「買い物や通院、私用」と定義しています。 

また、通院を「受診・治療・リハビリなどの外出」と定義し、私用を「買い物、通院以外のすべて

の外出（食事・娯楽・習い事など）」と定義しています。 
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４-２-５ すまいるバス、もやいタクシーに必要なサービスの改善 

・すまいるバスに求められるサービスの改善として最も多いのは、「運行本数を増やす」の

77件であり、全体の半数を占めています。 

・もやいタクシーに求められるサービスの改善として最も多いのは、「運行本数を増やす」

「予約できる時間を短縮する」の 11件です。 

 

 
図４-14▶すまいるバスに必要なサービス改善 

 

 
図４-15▶もやいタクシーに必要なサービス改善 

 

  

36 

77 

8 

1 

1 

7 

5 

9 

8 

0 10 20 30 40 50 60 70

現状のままでいい

運行本数を増やす(運行間隔を短くする)

交通機関相互の乗り継ぎを便利にする

所要時間を短くする

運賃を安くする

バス停を増やす(自宅付近や目的地施設の敷地内等)

バス停に上屋、ベンチ、駐輪場等を整備する

キャッシュレス決済(ICカード等)を導入する

その他

（件）

n=152（３つまで回答可）

7 

11 

11 

3 

6 

0 

5 

5 

2 

0 

2 

0 5 10

現状のままでいい

運行本数を増やす

予約できる時間を短縮する(１時間前制限をなくす等)

まちなか区間のみでも移動できる

他の路線の乗降場所へ乗り換えなしで移動できる

運賃を安くする

鉄道やバスとの乗り継ぎを改善する

乗降場所を増やす(自宅付近や目的地施設の敷地内等)

乗降場所に上屋、ベンチ、駐輪場等を整備する

キャッシュレス決済(ICカード等)を導入する

その他

（件）

n=52（３つまで回答可）

〔出典…もやいタクシー利用者実態把握調査〕 

〔出典…すまいるバス利用者実態把握調査〕 
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４-２-６ 公共交通に必要と思われる取組 

・町民アンケートの結果では、公共交通に必要と思われる取組として「交通機関相互の乗り

継ぎを便利にする」が 172件と最も多く、次いで「もやいタクシーをもっと利用しやすく

する」「バス停や乗降地点を増やす」「運行本数を増やす」が多くなっています。 

・もやいタクシーの不便な点を解消しつつ、他の交通機関との連携を強化する仕組みの検討

が必要です。 

 

 
図４-16▶公共交通に必要と思われる取組 

 

４-２-７ 交通施策の方向性 

・財政負担については現状維持を望む声が最も多く、サービスレベルについては、現状以上

を求める声が最も多い結果となっています。町の交通施策の方向性として、現状なみの財

政負担を維持し、サービスレベルを充実させていくことが求められています。 

 

 
図４-17▶今後の公共交通のサービス水準と財政負担  
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n=891（３つまで回答可）

非高齢者（～64歳） 高齢者（65歳～）

18.4%

28.4%

14.7%

37.1%

32.4%

46.5%

11.5%

12.2%

12.4%

15.8%

10.8%

20.9%

4.7%

6.8%

5.5%

12.5%

9.4%

町民
（n=512）

区長等
（n=74）

LINE
（n=129）

町民の利便性や鞍手町の魅力向上のため、さらなる財政負担を伴っても、現状より充実させていく

高齢者や学生などにターゲットを絞って公共交通を確保・維持する一方、利用者が少ない路線や時間帯は
サービスを削減するなどして、現状なみの財政負担を維持する

財政負担やサービスレベルの現状をできるだけ維持する

人口減少や利用者数の減少などにより、公共交通の縮小はやむを得ない

その他

〔出典…町民アンケート〕 

〔出典…町民、区長・民生委員等、LINE アンケート〕 
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４-２-８ ＡＩ活用型オンデマンド交通の理解度と導入の賛否 

・各アンケート実施の際に、ＡＩ活用型オンデマンド交通の概要を掲載した資料を添付し、

理解度について調査したところ、概ねの調査において「よく分かった」「ある程度分かっ

た」が半数以上を占めています。 

・導入の賛否について、概ねの調査で、「賛成」「やや賛成」が半数以上を占めています。ま

た、「どちらともいえない」の回答比率が多くなっており、「高齢者ではアプリを利用する

のが困難」や「実際に導入してみないと分からない」という理由が多く見られました。 

・もやいタクシー利用者実態調査について、「理解度」「導入の賛否」ともに他調査の回答結

果と異なる傾向が見られ、「高齢者には新しいシステムを理解するのは不可能」という意

見が多く見られました。 

 

 
※「無効」は読み取ることができない回答 

図４-18▶理解度 

 

 
※「無効」は読み取ることができない回答 

図４-19▶導入の賛否 
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10.5%
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30.1%

28.4%

15.6%

40.3%

20.5%

31.1%

6.3%

26.4%

38.5%

36.4%

40.6%

27.1%

2.4%

3.1%

3.9%

2.1%

15.6%
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18.8%
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(n=512)
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LINE
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賛成 やや賛成 どちらともいえない やや反対 反対 無効

〔出典…区長・民生委員等アンケート、町民アンケート、  

もやいタクシー利用者実態把握調査、LINE アンケート〕 

＜ＡＩ活用型オンデマンド交通とは＞  

・従来のバスのように時刻表や決まった運行ルートがなく、ＡＩ（人工知能）が予約状況

に応じて配車や運行ルートを考えながら運行する、バスとタクシー両方を持ち合わせ

た交通手段です。 

・現在のもやいタクシーを進化させたシステムと言えます。利用者の需要に応じて、時

間とコースを柔軟に設定できることから、人口が減少している地域に有効な手段だと

言われています。 

〔出典…町民アンケート、区長・民生委員等アンケート、  

もやいタクシー利用者実態把握調査、LINE アンケート〕 

4.1％ 
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第５章 鞍手町の公共交通の現状と問題点・課題 

 本章では、第１～４章で整理した本町の地域特性や公共交通の現状、鞍手町地域公共交通

網形成計画の検証結果を基に、地域公共交通の現状の問題点及び課題を整理しました。 

 

５-１．公共交通の現状と取組 

１）鉄道 

〇「ＪＲ鞍手駅」をシティゲートとして、鞍手町と北九州市や福岡市など主要都市間をつ

なぐ基幹公共交通軸を形成。 

 

２）路線バス 

〇広域幹線軸を担う「西鉄バス 直方～鞍手～宗像線」が令和２年 10 月１日に廃止され、

「西鉄バス 直方～鞍手～遠賀線」の１路線が運行。 

 

３）コミュニティバス 

〇まちなか（都市機能拠点）と町郊外部や宮若市をつなぐ町内幹線軸として、町が「すま

いるバス みやわか線」を運行。 

 

４）予約型乗合タクシー 

〇路線バスとコミュニティバスを補完する形で、町が「もやいタクシー 長谷線・古月線・

泉水線」の３路線を運行。 

 

５）公共交通の利用促進制度 

〇すまいるバス、もやいタクシーで利用できる回数乗車券を車内で販売。 

〇運転免許証を自主返納した 70歳以上の人を対象に、すまいるバス、もやいタクシー、一

般タクシーで利用できる回数乗車券を交付する取組を実施。 

 

６）その他 

〇町内にはタクシー事業者が２社営業。 

〇鞍手町教育委員会がスクールバスを運行。 

〇鞍手町社会福祉協議会が移送サービス事業を実施。 
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５-２．公共交通の問題点 

１）非効率的なすまいるバスの運行 

〇１時間～２時間に一本しか走っていない。 

〇平均乗車人数が１人未満の系統がある。 

〇時間によっては誰も乗車していない便がある。 

 

２）非効率的なもやいタクシーの運行 

〇乗降時間（便数）を定めており、原則１時間前に予約しなければ利用できない。 

〇まちなか区間内の移動ができない。 

〇地区ごとに走っており、別の地区に移動する場合は乗換が必要。 

〇すまいるバスの運行区間内の移動ができない。 

〇役場で利用登録が必要。また、登録は鞍手町に住民票がある人に限定。 

 

３）財政負担額の増加 

〇路線バス及びコミュニティバスは、運転手不足による人件費の増加や燃料価格の高騰な

どの要因により、町の財政負担額が増加傾向。 

〇もやいタクシーは、利用者数の増加とともに町の財政負担額も増加傾向。 

 

４）交通事業者の運転手不足 

〇交通事業者各社とも乗務員不足等の課題を抱え、今後は、限られたリソースでの効率的

な運行が求められる。 

 

５）新型コロナウイルス感染症による外出機会の減少 

〇コロナの影響によって公共交通の利用者数が激減しており、回復の先行きが不透明。 

 

６）町外に移動せざるを得ない学生の移動手段 

〇中学卒業後の学生は、町内に学校がなく町外に移動せざるを得ないため、移動手段の確

保が必要。 
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５-３．公共交通に対する町民の意向 

１）実態調査から分かる公共交通全般に求められるサービスの改善 

〇運行本数を増やす（運行間隔を短くする）。 

〇交通機関相互の乗り継ぎを便利にする。 

〇自宅や目的地の近くから利用できる。 

 

２）すまいるバスの運行継続 

〇利用満足度が 82.4％と高く、利用者にとっては欠かせない公共交通であることから、継

続的な運行が求められる。また、利用者実態把握調査時に「すまいるバスを廃止しない

でほしい」等の要望が多数。 

〇一方で、誰も乗車していない便があることや利用者が少ないと感じている人からは、路

線の廃止や車両の小型化を要望する意見がある。 

 

３）もやいタクシーのサービス改善 

〇利用者から「１時間前の予約制限及び運行本数が少ないため、行きは良いが帰りは利用

しづらい」、「役場に行く移動手段がないのにも関わらず登録するには役場に行かなけれ

ばならない」などの指摘がある。 

 

４）ＡＩ活用型オンデマンド交通の導入 

〇「高齢者ではアプリを利用するのが困難」など懸念が挙げられているものの賛成意見が

多数。 

 

５）普通自動車運転免許証の返納後の移動への不安 

〇「運転免許証を返納した後の移動に不安がある」等の理由から、公共交通への関心が高

まっており、町の公共交通に関する出前講座の要望が増加している。 

〇出前講座を受講した人からは「現在の公共交通のままでは移動手段がなくなるため、運

転免許証を返納できない」等の意見がある。 
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５-４．公共交通の課題 

 本町の公共交通の現状や問題点を踏まえ、課題を以下のとおり整理しました。 

 

課題① 住民の生活を支える公共交通の確保 

・本町は公共施設や教育施設、医療機関などの都市機能を集約するコンパクトなまちづくり

を推進しており、これらの施設を集約した中心拠点へ町内各地からアクセスするための移

動手段を確保する必要があります。 

・人口減少に比例し、利用者が減少していく中で、公共交通を維持していくための財政負担

の増加が問題となっています。 

・令和２年の新型コロナウイルス感染症の影響によって、公共交通の利用者数が減少してお

り、回復の先行きが不透明です。コロナ禍収束後の公共交通のあり方について、考えてい

く必要があります。 

・交通事業者ヒアリング調査では、運転手不足と高齢化問題が深刻となっている状況があり、

公共交通の担い手不足の問題がより顕著となっています。 

 

課題② 鞍手町主体で運行する公共交通の不便さの解消 

・運行本数の増加や交通機関相互の乗り継ぎの利便性の向上など、公共交通全般に対してサ

ービスの改善が求められています。 

・すまいるバスは非効率的な運行が問題点として挙がっているものの、利用者からは運行の

継続を望む声が多いことから、ニーズに対応した効率的な運行が求められます。 

・１時間前の予約制限など、もやいタクシーのサービス改善を要望する声が多く聞かれるこ

とから、より利用しやすい仕組みの導入が求められます。 

・運転免許証返納後の移動への不安から免許証の自主返納をためらう高齢者が増加してい

るため、安心して外出できる公共交通の確保が必要です。 

 

課題③ 鞍手町内外の移動ニーズへの対応 

・令和２年の国勢調査によると、鞍手町に居住する就業・通学者の約６割は町外に移動して

おり、鞍手町に勤める・通学する就業・通学者の約６割は町外から移動していること、及

び現在、中学卒業後に進学する人は町外に移動せざるを得ないことから、広域的な移動手

段の確保は欠かせないため、鉄道や路線バスを引き続き維持していくことが必要です。 

・すまいるバス、もやいタクシーは、広域幹線軸へのアクセスとして重要な交通機関である

ことから、乗り継ぎを考慮した効率的な運行への見直しを考えていく必要があります。 
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第６章 鞍手町の公共交通のと基本方針と将来像 

本章では、本町が抱える課題を解決するため、以下のとおり公共交通の基本理念と基本方

針を定め、目指す公共交通の将来像と各公共交通機関が果たす役割等を示します。 

 

６-１．基本理念と基本方針 

 本町が抱える、３つの大きな課題を解決するために、本計画では、以下のとおり公共交通

の基本理念と基本方針を定めます。 

 

公共交通の課題 

① 住民の生活を支える公共交通の確保 

② 鞍手町主体で運行する公共交通の不便さの解消 

③ 鞍手町内外の移動ニーズへの対応 

 

公共交通の基本理念 

 

 

基本方針① 効率的な運行と利用促進 

都市機能の集約化と連動した交通網を形成することで効率化を図るとともに、利用

促進施策に取り組むことで持続可能な公共交通の運行を目指します。 

 

基本方針② 誰もが利用しやすい公共交通の整備 

子どもから高齢者まで誰もが利用しやすい公共交通になるよう、便利で分かりやす

い仕組みを導入するなど、不便さの解消に努めます。 

 

基本方針③ 広域の移動を支える公共交通の確保・維持 

 広域の移動を支えるＪＲ、西鉄バス、コミュニティバスの確保・維持に努め、移動手

段の円滑化を図ります。 

 

  

幹線軸を確保・維持し、誰もが利用しやすい 

効率的な鞍手町の公共交通 
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６-２．鞍手町の目指す公共交通の将来像 

 広域幹線軸と町内幹線軸を確保・維持するとともに、町内フィーダー軸としてＡＩ（人工

知能）を活用した新たなモビリティサービス「ＡＩ活用型オンデマンド交通」を導入するこ

とで、縮小化・個別化する需要への対応と、サービス全体の効率化を図ります。 

 また、まちづくりの方針を示す鞍手町立地適正化計画との整合を図るため、「中心拠点」

を核とした交通ネットワークを構築することで、将来にわたり持続可能な公共交通を確保・

維持していきます。 

 

図６-１▶鞍手町の目指す公共交通の将来像  
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６-３．各公共交通機関の役割・必要性 

６-３-１  各公共交通機関の位置付け・役割 

位置 

付け 
運行系統 役割・必要性 確保・維持策 

広域 

幹線軸 

Ｊ Ｒ 筑 豊 本 線

(福北ゆたか線) 

鞍手町と北九州市や福岡市など主

要都市間を結び、広域の通勤や通

学、買い物、娯楽など、日常生活の

多様な外出を支える 

交通事業者と連携した取

組により、一定以上の利

用者を確保 

西鉄バス  直方

～鞍手～遠賀線 

鞍手町のまちなかと直方市と遠賀

町を結び、地域住民の通勤や通学、

買い物、通院などの日常生活を支

える 

交通事業者、直方市、遠賀

町と連携し、地域公共交

通確保維持事業（幹線補

助)等を活用しながら、持

続可能な運行を目指す 

町内 

幹線軸 

すまいるバス 

みやわか線 

鞍手町のまちなかと町郊外部や宮

若市を結び、地域住民の通勤や通

学、買い物、通院などの日常生活

を支える。また、ＪＲや西鉄バス

と接続し、地域住民の広域移動の

確保に併せ、交流人口の拡大や地

域活性化を支える 

交通事業者及び宮若市と

連携し、地域公共交通確

保維持事業（幹線補助)等

を活用しながら、持続可

能な運行を目指す 

町内 

フィー

ダー軸 

もやいタクシー 

長谷線・古月線 

・泉水線 

(R7.3.23 まで) 

西鉄バス、すまいるバスが運行し

ていない公共交通空白地域とまち

なかを結び、町内に居住する交通

弱者の多様な外出を支える 

地域公共交通確保維持事

業（フィーダー補助)等を

活用し、持続可能な運行

を目指す 

ＡＩ活用型オン

デマンド交通 

のるーと鞍手 

(R7.3.24 から) 

西鉄バス、すまいるバスが運行し

ていない公共交通空白地域を補完

し、町内に居住する交通弱者の多

様な外出を支える 

地域公共交通確保維持事

業（フィーダー補助)等を

活用し、持続可能な運行

を目指す 

その他 一般タクシー 

町全域でドアツードア型のサービ

スを展開し、個別の移動ニーズに

対応可能な交通機関 

運転免許自主返納者向け

の特典付与など交通事業

者と連携し、持続可能な

運行を目指す 

公共交

通以外

の移動

サービ

ス 

スクールバス 鞍手中学校の生徒の登下校を担う 

教育委員会及び交通事業

者と連携した取組によ

り、持続可能な運行を目

指す 

移送サービス事

業 

鞍手町社会福祉協議会が運営し、

公共交通機関の利用が困難な障が

い者等の移動を支える 

社会福祉協議会と連携

し、継続的な事業の実施

を目指す 
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６-３-２ 補助系統に係る事業及び実施主体の概要 

位置 

付け 
系統名 起点 経由地 終点 

事業許 

可区分 

運行 

態様 
実施主体 

補助事業

の活用 

広
域
幹
線
軸 

西鉄バス 

直方～鞍手

～遠賀線 

直方 

五反田 

・鞍手

車庫 

遠賀川

駅 

４条 

乗合 

路線定 

期運行 

交通事業

者 
幹線補助 

遠賀川

駅 
新入 直方 

４条 

乗合 

路線定 

期運行 

交通事業

者 
幹線補助 

鞍手車

庫 
石山谷 直方 

４条 

乗合 

路線定 

期運行 

交通事業

者 
なし 

鞍手車

庫 
- 

遠賀川

駅 

４条 

乗合 

路線定 

期運行 

交通事業

者 
なし 

町
内
幹
線
軸 

すまいるバス 

みやわか線 

宮田バ

ス停 

鞍手車

庫 
鞍手駅 

４条 

乗合 

路線定 

期運行 

鞍手町 

（運行は交

通事業者） 

幹線補助 

町
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
軸 

もやいタ

クシー

(R7.3.23

まで) 

長

谷

線 

長谷・新北地区 
４条 

乗合 

区域 

運行 

鞍手町 

（運行は交

通事業者） 

フィーダ

ー補助 

古

月

線 

古門・木月地区 
４条 

乗合 

区域 

運行 

鞍手町 

（運行は交

通事業者） 

フィーダ

ー補助 

泉

水

線 

永谷・泉水地区 
４条 

乗合 

区域 

運行 

鞍手町 

（運行は交

通事業者） 

フィーダ

ー補助 

AI 活用型オ

ンデマンド

交通 

のるーと鞍手 

(R7.3.24から) 

鞍手町全域及び直方市の

一部 

４条 

乗合 

区域 

運行 

鞍手町 

（運行は交

通事業者） 

フィーダ

ー補助 

（備考） 

上記系統については、地域公共交通確保改善事業を活用し、継続的な運行を維持する必要があるもの

をまとめたもの。 
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第７章 計画の目標と達成するための施策 

本章では、本計画の基本方針の実現化を目指すために、以下のとおり目標と評価指標を

設定し、目標達成に向けて取り組む施策・事業を示します。 

 

７-１．計画の目標 

 本計画の基本理念と３つの基本方針の実現化を目指すため、以下のとおり公共交通の目標

を設定します。 

 

公共交通の基本理念と基本方針 

〔基本理念〕 

幹線軸を確保・維持し、誰もが利用しやすい効率的な鞍手町の公共交通 

〔基本方針〕 

① 効率的な運行と利用促進 

② 誰もが利用しやすい公共交通の整備 

③ 広域の移動を支える公共交通の確保・維持 

 

 

目標① 持続可能な交通体系の構築 

まちなか（都市機能拠点）へのアクセスの確保や、公共交通に関する情報提供・啓発

活動を実施し、公共交通の利用者数を増やすことで、持続的な公共交通を確保します。 

 

目標② 利便性向上に向けた公共交通の再編 

ＡＩ活用型オンデマンド交通の導入や、すまいるバス運行時間の効率化などに取り

組み、町主体で運行する交通機関の利便性を高め、多様な移動ニーズに対応できる柔

軟な公共交通に再編します。 

 

目標③ 幹線軸の確保・維持 

 幹線交通サービスの確保維持や、ＪＲ鞍手駅や西鉄バスとのアクセス向上などに取

り組み、広域への移動手段を確保することで、公共交通の利便性を高め、シームレスな

利用環境の構築に努めます。 
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７-２．評価指標の設定 

「６-１ 基本理念と基本方針」を踏まえ、鞍手町地域公共交通計画の目標と目標達成状況

を評価するための指標を以下のとおり定めます。 

 

目標 評価指標 現況値 
目標値 

（Ｒ10） 

目標設定 

の考え方 

目標① 

持続可能な 

交通体系の 

構築 

【指標１】 

住民１人当たりの公共交通

に係る公的資金投入額 

2,826円／人 

（Ｒ４実績） 

3,000円／人 

以下 

コロナ禍前

の水準 

【指標２】 

町主体で運行する公共交通

の年間利用者数 

40,013人／年 

（Ｒ４実績） 

40,000 人／年 

以上 
現況以上 

【指標３】 

町主体で運行する公共交通

の収支率 

13.2％／年 

（Ｒ４実績） 

15.0％／年 

以上 

現況値から

約 10％増 

目標② 

利便性向上に 

向けた公共交

通の再編 

【指標４】 

町内幹線軸に対する満足度

（※） 

82.4% 
（Ｒ５すまいるバ

ス利用者実態把握

調査） 

85％以上 現況以上 

【指標５】 

町内フィーダー軸に対する

満足度（※） 

68.8% 
（Ｒ５もやいタク

シー利用者実態把

握調査） 

70％以上 現況以上 

目標③ 

幹線軸の 

確保・維持 

【指標６】 

鞍手町を運行する幹線交通

の路線数 

３路線 

（ＪＲ、西鉄バス、

すまいるバス） 

３路線以上 現況以上 

【指標７】 

西鉄バスの年間利用者数 

143,353 

人／年 

（Ｒ４実績） 

160,000 人／年 

以上 

コロナ禍前

の水準 

【指標８】 

公共交通利用者がＪＲ鞍手

駅にて乗降した年間人数 

10,366 

人／年 

（Ｒ４実績） 

11,400 人／年 

以上 

現況から約

10％増 

※指標４及び指標５の満足度の定義は、「満足している」等の肯定的な意見の割合と「特に改善点はな

い」等の不満に感じていない意見の割合の合計  
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７-３．目標を達成するための施策 

目標達成に向けて取り組む施策・事業を以下のとおり示します。 

 

目標 施策 事業 

目標① 

持続可能な 

交通体系の 

構築 

施策１ 
中心拠点を核とし

た交通網の形成 
１）役場庁舎の新築移転に伴う路線の見直し 

施策２ 
公共交通の利用を

促す制度の推進 

１）公共交通割引制度の継続 

２）運転免許自主返納者に対する支援の継続 

３）新たな公共交通割引制度の導入の検討 

施策３ 

公共交通利用促進

のための啓発及び

利用状況等の情報

発信 

１）出前講座等の実施 

２）公共交通にかかる情報発信 

３）公共交通利用促進のための啓発 

目標② 

利便性向上に

向けた公共交

通の再編 

施策４ 

ＡＩやＩＣＴを活

用した新たなモビ

リティサービスの

提供 

１）ＡＩ活用型オンデマンド交通の導入 

２）ＡＩ活用型オンデマンド交通のサービスの

充実 

施策５ 

すまいるバス み

やわか線の効率的

な運行 

１）路線の確保・維持 

２）運行時刻、運行経路、便数の見直し 

目標③ 

幹線軸の 

確保・維持 

施策６ 

広域幹線を主軸と

した交通ネットワ

ークの確保・維持 

１）ＪＲ筑豊本線（福北ゆたか線）の確保・維

持 

２）西鉄バス 直方～鞍手～遠賀線の確保・維持 

施策７ 
広域幹線との乗り

継ぎの利便性向上 

１）ＪＲ鞍手駅とのアクセス向上 

２）西鉄バス 直方～鞍手～遠賀線とのアクセ

ス向上 
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施策１ 中心拠点を核とした交通網の形成 

公共施設や教育施設、医療施設をまちなか（都市機能拠点）へ集約するコンパクトなまち

づくりに合わせ、中心拠点を核とした交通網を形成することで、効率的な公共交通の運行の

実現を目指します。 

 

 

 

 

 

 

図７-１▶中心拠点へのアクセスイメージ 

 

事業１）役場庁舎の新築移転に伴う路線の見直し 

・令和６年度中に鞍手町役場が中心拠点へ新築移転することから、公共交通の敷地内乗り入

れに向けた運行経路等の見直しを実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７-２▶新庁舎建設地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７-３▶新庁舎建設イメージ  

〔出典…鞍手町庁舎等建設 実施設計説明書〕 

〔出典…鞍手町庁舎等建設 実施設計説明書〕 
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施策２ 公共交通の利用を促す制度の推進 

運賃の割引や地域の旅客輸送サービスの活用など、公共交通を利用しやすい制度を検討し

ます。 

 

 

図７-４▶すまいるバス、もやいタクシー 

回数乗車券 

 

 

 

 

図７-５▶タクシー回数乗車券 

 

 

事業１）公共交通割引制度の継続 

・すまいるバス、もやいタクシーで利用できる回数乗車券（100 円券 12 枚つづりを 1,000

円）の販売について、今後もサービスを継続し、利用しやすい環境を維持します。 

 

事業２）運転免許自主返納者に対する支援の継続 

・運転免許証を自主返納した 70 歳以上の人を対象に実施している特典付与を引き続き実施

し、高齢者による交通事故の減少を図るとともに、公共交通の利用を促します。 

 

 

 

 

 

 

事業３）新たな公共交通割引制度の導入の検討 

・現在行っていない運賃割引サービスなどの公共交通を利用しやすい制度の導入を検討し

ます。 

 

  

＜特典内容＞  

次のどちらかを助成。 

①すまいるバス、もやいタクシーで利用できる回数乗車券（100円券 12枚つづり）20冊 

②一般タクシーで利用できる回数乗車券（500円券 10枚つづり）４冊 
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施策３ 公共交通利用促進のための啓発及び利用状況等の情報発信 

持続可能な公共交通を運行するため、公共交通に関する啓発活動や情報発信を通じ、公共

交通を使ってみようという意識の醸成を図ります。 

 

事業１）出前講座等の実施 

・公共交通に関する出前講座を要望に応じ開催します。 

・公共交通の利用方法や、スマートフォン等を使った路線・時刻検索の方法についての説明

会を、必要に応じて開催します。 

 

事業２）公共交通にかかる情報発信 

・公共交通の再編やダイヤの見直しを行う際は、事前に町の広報紙やホームページなどを活

用し、住民に対して十分な周知を行うことで、最新で正確な情報を得られるように努めま

す。 

・町の広報等を活用し、地域公共交通の利用状況を住民に広く周知することで、地域公共交

通に対する理解を促し、利用促進を図ります。 

 

事業３）公共交通利用促進のための啓発 

・子どもから高齢者まで住民一人ひとりが地域の公共交通に興味や関心を持ち、公共交通を

使ってみようという意識を醸成していくために、利用啓発活動を展開して行きます。 
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施策４ ＡＩやＩＣＴを活用した新たなモビリティサービスの提供 

誰もが利用しやすい交通体系を構築するため、ＡＩやＩＣＴを活用した便利で分かりやす

い仕組みの導入を検討します。 

 

事業１）ＡＩ活用型オンデマンド交通の導入 

・現在のもやいタクシーは、乗降時間（便数）を定めており、原則１時間前に予約しなけれ

ば利用できないことや、利用登録するために役場に来庁しなければ利用できないことなど

の不便さを解消することが課題として挙がっています。 

・これらの不便さを解消するため、ＡＩ（人工知能）を活用した新たなモビリティサービス

「ＡＩ活用型オンデマンド交通」の導入を検討します。 

 

 

図７-６▶ＡＩ活用型オンデマンド交通サービス概要（例） 

 

 
図７-７▶ＡＩ活用型オンデマンド交通の運行実施（例） 
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事業２）ＡＩ活用型オンデマンド交通のサービスの充実 

・ＡＩ活用型オンデマンド交通を導入する際は、さらなるサービスの充実を図るため「専用

車両の購入」「ＩＣカード決済の導入」「ＬＩＮＥで予約できるシステムの構築」「コール

センターの設置」「乗降地点の増設」を検討します。 

・乗降地点の増設を検討する際は、商業施設や医療施設の敷地内に設置することも視野にい

れ事業を展開していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策５ すまいるバス みやわか線の効率的な運行 

町内幹線軸として、すまいるバスの確保・維持に努めるとともに、町民のニーズに応じた

運行に見直すことで、運行の効率化を図ります。 

 

事業１）路線の確保・維持 

・町内幹線軸として位置づけて、地域間幹線系統の補助金（国・県）を活用するとともに、

宮若市と連携して路線の確保・維持を行います。 

 

事業２）運行時刻、運行経路、便数の見直し 

・町民のニーズに応じたより移動しやすいサービスの実現に向け、すまいるバスの利便性を

高めるべく、運行時刻や運行経路、便数の見直しを実施します。 

 

  

＜ＡＩ活用型オンデマンド交通の導入により実現したい地域像＞ 

・乗換不要で町内全域を移動可能 

・幹線交通と結節することにより町外への移動手段を確保 

・運行時間内であれば、リアルタイムに予約可能（便、予約時間等の制限がない） 

・利用登録はアプリまたは電話で簡単にできる（役場に行く必要がない） 

・利用登録は誰でも可能（観光目的等の町外の人も利用可能） 

・乗降地点を柔軟に設置（交通弱者にやさしい） 
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施策６ 広域幹線を主軸とした交通ネットワークの確保・維持 

広域への移動手段を確保するため、ＪＲ、西鉄バスを主軸とした公共交通ネットワークの

確保・維持を図ります。 

 

事業１）ＪＲ筑豊本線（福北ゆたか線）の確保・維持 

・町主体の公共交通と「ＪＲ鞍手駅」のアクセスを改善するとともに、現サービス水準の維

持について、沿線自治体と連携しＪＲ九州に対して要望を行います。 

 

事業２）西鉄バス 直方～鞍手～遠賀線の確保・維持 

・西鉄バス 直方～鞍手～遠賀線を主軸とした交通網を形成するとともに、現サービス水準

の維持について、沿線自治体と連携して西鉄バスに対し要望を行います。 

・広域幹線として位置づけて、地域間幹線系統の補助金（国・県）を活用するとともに、沿

線自治体で赤字を補てんすることにより、路線の確保に努めます。 

 

 

 

施策７ 広域幹線との乗り継ぎの利便性向上 

シームレスな交通環境を構築するため、公共交通機関相互のダイヤ接続の確保に努め、サ

ービス水準の向上に努めます。 

 

 

 

 

図７-８▶公共交通相互の円滑な乗り継ぎイメージ 

 

事業１）ＪＲ鞍手駅とのアクセス向上 

・ＪＲ鞍手駅利用者の乗り継ぎ利便性を向上させるため、ＪＲの到着・発着時刻に合わせた、

すまいるバス運行時刻の設定に努めます。 

 

事業２）西鉄バス 直方～鞍手～遠賀線とのアクセス向上 

・町主体の公共交通における運行時刻や運行経路の設定、バス停や乗降地点の設置の見直し

について、西鉄バス 直方～鞍手～遠賀線との円滑な乗り継ぎに配慮し実施します。 
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第８章 事業達成に向けて 

８-１．事業の実施期間と実施主体 

計画期間内に取り組む施策に関するスケジュールを以下のとおり示します。 

 

施策 事業 実施主体 
実施時期 

Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 

【施策１】 

中心拠点を核

とした交通網

の形成 

１）役場庁舎の新築移転

に伴う路線の見直し 

鞍手町 

交通事業者 
          

【施策２】 

公共交通の利

用を促す制度

の推進 

１）公共交通割引制度の

継続 

鞍手町 

交通事業者 
          

２）運転免許自主返納者

に対する支援の継続 

鞍手町 

交通事業者 
          

３）新たな公共交通割引

制度の導入の検討 

鞍手町 

交通事業者 
          

【施策３】 

公共交通利用

促進のための

啓発、及び利

用状況等の情

報発信 

１）出前講座等の実施 
鞍手町 

地域 
          

２）公共交通にかかる情

報発信 
鞍手町           

３）公共交通利用促進の

ための啓発 
鞍手町           

 

  

 

継続実施 

継続実施 

検討結果による実施 

随時実施 

実施 実施 実施 実施 実施 

実施 実施 実施 実施 実施 

調整 庁舎移転に併せて実施 
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施策 事業 実施主体 
実施時期 

Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 

【施策４】 

ＡＩやＩＣＴ

を活用した新

たなモビリテ

ィサービスの

提供 

１）ＡＩ活用型オンデマ

ンド交通の導入 

鞍手町 

交通事業者 

民間事業者 

          

２）ＡＩ活用型オンデマ

ンド交通のサービス

の充実 

鞍手町 

交通事業者 

民間事業者 

          

【施策５】 

すまいるバス 

みやわか線の

改善 

１）路線の確保・維持 

鞍手町 

交通事業者 

国・県 

宮若市 

          

２）運行時刻、運行経

路、便数の見直し 
鞍手町           

【施策６】 

広域幹線を主

軸とした交通

ネットワーク

の確保・維持 

１）ＪＲ筑豊本線（福北

ゆたか線）の確保・

維持 

鞍手町 

交通事業者 

県 

沿線自治体 

  

        

２）西鉄バス 直方～鞍

手～遠賀線の確保・

維持 

鞍手町 

交通事業者 

国・県 

沿線自治体 

  
        

【施策７】 

広域幹線との

乗り継ぎの利

便性向上 

１）ＪＲ鞍手駅とのアク

セス向上 

鞍手町 

交通事業者 
          

２）西鉄バス 直方～鞍

手～遠賀線とのアク

セス向上 

鞍手町 

交通事業者 
          

 

 

  

実証 結果次第で本格運行 

ダイヤ改正に併せて実施 

検討・可能なものから実施 

継続実施 

検討 実施 

要望 要望 要望 要望 要望 

必要に応じて見直し 

継続実施 

要望 要望 要望 要望 要望 

継続実施 
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８-２．目標達成に向けたマネジメントの進め方 

町では、本計画の５か年(Ｒ６～Ｒ10年度)の検討・実施期間全体を対象とした「大きなＰ

ＤＣＡサイクル」と、毎年のモニタリングを中心とした「小さなＰＤＣＡサイクル」を組み

合わせることで、計画の達成に向けた継続的な改善を行います。 

 

表８-１▶ＰＤＣＡサイクルによる継続的な改善 

項目 期間 概 要 

大きな 

ＰＤＣＡサイクル 

計画期間 

(５か年) 

対象期間全体を通した数値目標の達成状況や事業の実施状況、事業の

実施による効果、残された課題などを整理・分析し、次期計画に反映 

小さな 

ＰＤＣＡサイクル 
毎年 

事業の実施状況などを整理するとともに、利用状況などを継続的にモ

ニタリングし、事業内容の修正やスケジュールの見直しなどを実施 

 

 

 

 
図８-１▶ＰＤＣＡサイクルのイメージ 

 

表８-２▶ＰＤＣＡサイクルの概要 

項目 大きなＰＤＣＡ 小さなＰＤＣＡ 

Ｐ（計画） ・地域公共交通計画の策定 
・各路線の運行計画の策定 

・利用促進施策等の実施計画の策定 

Ｄ（実行） ・計画に掲げる各種施策の実行 
・地域公共交通の運行 

・利用促進施策等の展開 

Ｃ（評価） 
・各種施策の実行による、町民の移動への

効果等の評価 

・利用状況の評価 

・施策実施効果の評価 

Ａ（改善） ・地域公共交通計画の見直しの検討 
・運行の見直し 

・利用促進施策の見直し 

大きなＰＤＣＡサイクル 

※計画期間（５か年） 

 

小さなＰＤＣＡサイクル 

※毎年 
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表８-３▶目標に対するモニタリングの実施時期 

目標 評価指標 
モニタリング 

実施時期 
把握方法 

目標① 

持続可能な 

交通体系の 

構築 

指標１ 
住民１人当たりの公共交通に

係る公的資金投入額 
毎年実施 実績値を整理 

指標２ 
町主体で運行する公共交通の

収支率 
毎年実施 実績値を整理 

指標３ 
町主体で運行する公共交通の

利用者数 
毎年実施 実績値を整理 

目標② 

利便性向上

に向けた公

共交通の再

編 

指標４ 町内幹線軸に対する満足度 

計画期間の最

終年度（R10）に

実施 

町民アンケー

トを実施 

指標５ 
町内フィーダー軸に対する満

足度 

計画期間の最

終年度（R10）に

実施 

町民アンケー

トを実施 

目標③ 

幹線軸の 

確保・維持 

指標６ 
鞍手町を運行する幹線交通の

路線数 
毎年実施 実績値を整理 

指標７ 路線バスの年間利用者数 毎年実施 
交通事業者か

らの報告 

指標８ 
公共交通利用者の「鞍手駅」年

間乗降人数 
毎年実施 実績値を整理 
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８-３．マネジメント推進体制 

本町の地域公共交通をマネジメント（管理）する主体は、「鞍手町地域公共交通会議」です。 

 マネジメントにおいては、行政、住民それぞれが、公共交通に対する意識を共有化し、単

に評価することに留まらず、公民協働でより良い地域公共交通に向けた改善に取り組むこと

を目的とします。 

 

 

 
図８-２▶鞍手町の地域公共交通推進体制 

 

  

・利用者のニーズを踏まえた交通サー

ビス、情報の提供 

・地域公共交通のあり方の検討への積

極的な参加や連携、協力 

・協力体制づくり 

・住民などへの積極的な働きかけ 

・公共交通施策の実施 

・公共交通サービス提供の支援など 

・地域の公共交通のあり方を自ら主体的に検討 

・地域公共交通を支える持続的な取組に協力 

・地域公共交通の担い手として積極的に公共交通を利用 
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カ 行  

● 幹線軸（かんせんじく） 

複数市町村間にまたがる公共交通のこと 

 

● コミュニティバス（こみゅにてぃばす） 

自治体が住民の移動手段を確保するために運行する路線バス 

 

タ 行  

● 地域公共交通（ちいきこうきょうこうつう） 

地域住民の日常生活若しくは社会生活における移動又は観光旅客その他の当該地域を来

訪する者の移動のための交通手段として利用される公共交通のこと 

 

● 地域公共交通確保維持改善事業（ちいきこうきょうこうつうかくほいじかいぜんじぎょう） 

国土交通省が行っている地域公共交通の確保・維持や、利便性の向上等の取組における

支援事業 

 

● 中心拠点（ちゅうしんきょてん） 

鞍手町立地適正化計画に位置づけられている「町域各所から公共交通のアクセス性に優れ、

住民に、行政中枢機能、総合病院、相当程度の商業集積等の高次の都市機能を提供する」拠

点のこと 

 

● デマンド交通（でまんどこうつう） 

 利用者のニーズに応じて、地域のタクシー会社や自治体のワゴン車などを乗合で利用す

ること 

 

● 都市機能拠点（としきのうきょてん） 

鞍手町都市計画マスタープランに位置づけられている「交差する都市計画道路とＪＲ鞍手

駅の交通機能を活かし、行政、交通などの施設が立地し、都市機能拠点が集積する賑わいの

在る地域として生活の集約を図る」拠点のこと 
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ハ 行  

● フィーダー軸（ふぃーだーじく） 

 幹線軸と接続し、地域内の移動を支える支線の役割を担う公共交通のこと 

 

ヤ 行  

● 予約型乗合タクシー（よやくがたのりあいたくしー） 

タクシー車両を使用した予約制のデマンド交通 

 

Ａ ～ Ｚ  

● ＡＩ 

「Artificial Intelligence」の略で「人工知能」を意味する。一般的には、人間の言葉の

理解や認識、推理などの知的行動をコンピューターに行わせる技術を指す 

 

● ＡＩ活用型オンデマンド交通 

従来のバスのように時刻表や決まった運行ルートがなく、ＡＩが予約状況に応じて配車や

運行ルートを考えながら運行する、バスとタクシー両方を持ち合わせた交通手段のこと 

 

● ＩＣＴ 

「Information and Communication Technology」の略で「情報通信技術」のこと。情報

通信技術とは、ＰＣだけでなくスマートフォンやスマートスピーカーなど、様々な形状

のコンピューターを使った情報処理や通信技術の総称 
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